
保健・健康 のびのび健康 Health

問保健センター　☎ 63-1133

子育てのひろば すくすく子育て Child

問子育て支援課　☎ 63-1417

保育所名・電話番号 行政区 定員
（1号）

定員
（2・3号）

公
立
荒尾市清里保育園
☎68-4123 牛水中 － 55人

私
立

なかよし保育園
☎62-0749 日の出町 － 170人

シオン園保育所
☎62-0853 中央北 － 150人

桜山保育園
☎68-0055

桜山町
2丁目 － 210人

野原保育園
☎68-2623 今寺 － 140人

本井手みのり保育園
☎66-0694 田倉 － 120人

荒尾市中央保育園
☎64-1086 一紡 － 130人

カンガルー保育園
☎65-8655

緑ケ丘
3丁目 － 150人

なかよしの森保育園
☎62-0744 万田東 － 90人

施設名（全て私立） 電話番号 行政区 定員
（1号）

定員
（2・3号）

あけぼの幼稚園 ☎62-0636 南増永 45人 49人

荒尾めぐみ幼稚園 ☎62-0417 北増永 30人 45人

荒尾四ツ山幼稚園 ☎62-0649 西原町
2丁目 54人 72人

小鳩幼稚園 ☎68-1104 山浦 50人 41人

第二四ツ山幼稚園 ☎62-0971 中央西 84人 102人

府本幼稚園 ☎68-4764 樺上 76人 44人

みやじま幼稚園 ☎62-6234 境崎東 70人 120人

　自然、理科学やコンピューターに興味がある小
中学生の参加をお待ちしています。
●日時　10 月 27 日㈯
午前 10 時から約 2時間程度
●場所　小岱工芸館
●内容　身近なもので低温を体験しよう！
●対象者　小学 4年生～中学 3年生
※小学 3年生以下は保護者同伴。
●定員　10 人（要予約）
●参加費　800 円（教材費込み）

問小岱工芸館（月曜休館）　☎ 68-7400

「荒尾市健康づくり推進員」を募集します

健 康づくり推進員は、高齢者の転倒による骨
折や閉じこもり予防などのための体力アッ

プ体操教室で、体操のリーダーとして活動してい
ます。研修会や定例会などで推進員同士の交流も
盛んです。健康に関心がある人、地域の健康づく
りに貢献したい人、未経験者も大歓迎です。一緒
に推進員として活動してみませんか。事前研修も
行うので、心配はいりません。健康づくりについ
ての学びは、自身の心身の健康にも役立ちます。

●対象　おおむね65歳以下の市内在住の人で、健康
や運動に関心があり、週2回ほど活動できる人
●申込期限　10月17日㈬
●申込方法　保健センターへ電話で申し込み
〈申し込み・問い合わせ〉　荒尾市健康づくり推進員
協議会事務局（保健センター内）
☎63-1133

荒尾市国民健康保険訪問健康相談事業を実施します

荒尾市国民健康保険加入者で、受診状況など
から対象となった人へ、訪問健康相談のお

知らせを 9月下旬からお送りしています。
　ご家庭でのより良い生活支援のため、健康づく
り、療養のしかた、医療機関や福祉サービスの利
用法などについて、委託先の保健師などから情報
提供やアドバイスを行います。
　費用の負担はなく、個人情報も保護されますの
で、お気軽にご相談ください。

●訪問期間　12月まで
※対象者にはご案内の文書送付後、委託先の保健師な
どが訪問します。

※面談から1～ 2カ月後にご確認のため再度訪問しま
す。

●委託先　株式会社　日本医事保険教育協会（プラ
イバシーマーク取得事業者）
☎ 0120-205-336（保健指導センター）
※通話無料。

【幼稚園を希望するとき】
●市内幼稚園
（私立）荒尾第一幼稚園（行政区：大和）　☎ 68-0175
※申し込みについては、直接園に問い合わせください。
※市外幼稚園への入所を希望するときは、希望する園か子
育て支援課へ問い合わせください。
【保育所・認定こども園を希望するとき】
●申込期間　11月1日㈭～11月22日㈭
●入所基準　1号認定（教育標準時間認定）希望の場合は、
各認定こども園で選考します。2・3号認定（保育認定）希望
の場合は、次の❶～➑のいずれかに該当し、市から保育が必
要であることの認定を受けて入所します。
❶1カ月に48時間以上労働することが常である。
❷出産の前後２カ月間。
❸病気やけがをしている。精神や体に障がいがある。
❹同居の親族を常に介護している。
❺震災、風水害や火災など災害の復旧に当たっている。
❻求職活動（起業の準備を含む）を継続的に行っている。
❼	学校（大学や職業訓練校など）に通っている。
❽市長が認める❶～❼に似た状態にある。
●申込方法　入所を希望する保育所、幼稚園、認定こども園
または子育て支援課で必要書類を受け取り、記入の上第一希
望の施設へ提出してください。必要書類の配付は10月中旬頃
の予定です。市外施設を希望するときは、子育て支援課へご
相談ください（新規申込者は、後日面接を行います。）。
●必要な書類　
保育が必要なことを証明する書類（就労証明書、診断書など。
２・３号認定を希望する場合のみ）
※平成30年1月2日以降本市に転入した人は、前住所地の
平成30年度市町村民税の所得課税証明書が必要です。（保
護者2人分、ひとり親のご家庭は1人分）

●市内保育所（平成 30 年 9月現在）

●市内認定こども園（平成 30 年 9月現在）

●期日　11月 3日（土・祝）
※午前 9時 15分、児童センター集合
※雨天の場合は、児童センターでレクレーションを
します。午前 10時集合。

●対象　小学 4年～中学生
※小学 3年生以下の人は保護者と自家用車で午前
10時 30分までに現地集合。

●定員　先着 42人
●申込方法　認印（朱肉を使用）を持参し児童セン
ターで申し込み
●持ってくるもの　　弁当・水筒・タオル

問児童センター　☎ 63-2517

問健康生活課国保年金係
☎ 63-1327

問保健センター　☎ 63-1133医薬品副作用被害救済制度を知っていますか？

薬は正しく使っていても、副作用が起きるこ
とがあります。入院治療が必要になるほど

の健康被害が起きたとき、医療費や年金などの給
付を行う公的な制度があります。薬を使う全ての
人に知ってほしい制度です。詳しくは医薬品副作
用被害救済制度のホームページをご覧ください。

●医療品副作用被害救済制度ホームページ　
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/
index.html
●救済制度に関する相談窓口　☎ 0120-149-931（※
受付時間は平日午前9時～午後5時）

ひきこもり相談会を開催します

一人で悩まず、一緒に考えませんか。相談は
無料です。秘密は厳守しますので、安心し

てご相談ください。

●対象　ひきこもりに悩む18歳以上の人とその家族・
支援者
※事前に電話で予約してください。
〈申し込み・問い合わせ〉　熊本県ひきこもり地域支
援センター　☎096-386-1177
※受付時間は、祝日を除く月曜・火曜・木曜の午前９時
～正午、午後１時～３時。

●日時　10月12日㈮　
午後1時30分～4時30分

●場所　有明保健所（玉名市岩崎1004-1）
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